
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
変
更
後
の
定
款
は
、
奈
良
県
く
ら
し
創
造
部
協
働
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
奈
良

セ
ン
タ
ー

N
P
O

三

代
表
者
の
氏
名

仲
川

順
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

奈
良
市
角
振
新
屋
町
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を
奈
良
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
活
動
す
る
奈
良
県
内
の

（
民
間
非
営
利
組
織
）
の
活
動
基
盤
を
強
化
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

N
P
O

ク
づ
く
り
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
と
行
政
や
企
業
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。


		2012-09-24T18:40:09+0900
	naraken.




